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(57)【要約】
　本発明は、体外血液処理のための装置に関し、当該装
置は、透析器（３）に透析液を供給するための複数のラ
イン（７）、（９）を備える水圧システムＢを有し、複
数の電気的構成要素（１７Ａ）、（１７Ｂ）、（１７Ｃ
）を備える制御システム（１５）を有する。本発明はま
た、透析器に透析液を供給するための複数のラインを備
える水圧システムと、複数の電気的構成要素を備える制
御システムとを有する、体外血液処理のための装置を動
作させるための方法に関し、透析液は、体外血液処理の
ための装置に供給される液体を使用して生成される。体
外血液処理装置は、液体、特に浸透液（純水）が機械に
供給されることを可能にするための中央接続部（１１）
を有する血液処理装置である。血液処理装置は、制御シ
ステム（１５）の電気的構成要素（１７Ａ）、（１７Ｂ
）、（１７Ｃ）のうちの少なくとも１つを冷却するため
の冷却装置（１９）によって特徴付けられ、当該冷却装
置は、電気的構成要素から放熱させるために装置に中央
で供給された、液体、特に浸透液（純水）を使用する。
冷却装置（１９）は、液体を用いて冷却されることがで
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　体外血液処理のための装置であって、複数のラインを有し、かつ透析治療のために透析
液を供給するための水圧システムと、少なくとも１つの電気的構成要素を備える制御シス
テムとを備え、前記水圧システムは、前記体外血液処理のための装置に流体を供給するた
めの少なくとも１つのポートを有し、
　前記体外血液処理のための装置が、前記制御システムの前記電気的構成要素または電気
的構成要素のうちの少なくとも１つを冷却するための冷却装置を有し、前記冷却装置が、
流体によって冷却されることができ、かつ少なくとも１つの電気的構成要素と熱接触して
いる少なくとも１つのヒートシンクを有し、前記冷却装置が、流体を供給するための前記
ポートと流体接続している少なくとも１つの入口を有し、ドレンと流体接続している少な
くとも１つの出口を有する
　ことを特徴とする、体外血液処理のための装置。
【請求項２】
　前記水圧システムが、入口を有する流体調製装置を有し、流体ラインを介して流体を供
給するための前記ポートが、前記流体調製装置の前記入口に接続され、バイパスラインが
前記供給ラインから外れ、前記バイパスラインが前記ドレンと流体接続していることを特
徴とする、請求項１に記載の体外血液処理のための装置。
【請求項３】
　前記流体調製装置が、流体を収集するための入力チャンバを有し、前記流体調製装置の
前記入口が、前記入力チャンバの入口であることを特徴とする、請求項２に記載の体外血
液処理のための装置。
【請求項４】
　前記供給ラインにおける前記流体の流れを遮断または調整するための手段が、前記供給
ラインからの前記バイパスラインの分岐の下流に設けられることを特徴とする、請求項２
または３に記載の体外血液処理のための装置。
【請求項５】
　前記供給ラインが、流体を供給するための前記ポートを前記冷却装置の前記入口に接続
する第１の部分と、前記冷却装置の前記出口を前記流体調製装置の前記入口に接続する第
２の部分とを備えることを特徴とする、請求項２～４のいずれか一項に記載の体外血液処
理のための装置。
【請求項６】
　前記バイパスラインの第１の部分が、流体を供給するための前記ポートまたは前記供給
ラインを前記冷却装置の前記入口に接続し、前記冷却装置の前記出口が、前記バイパスラ
インの第２の部分を介してドレンと流体接続していることを特徴とする、請求項２または
３に記載の体外血液処理のための装置。
【請求項７】
　前記流体の流れを遮断または調整するための手段が、前記バイパスラインに設けられる
ことを特徴とする、請求項２～６のいずれか一項に記載の体外血液処理のための装置。
【請求項８】
　前記冷却装置が、前記ヒートシンクと熱接触している電気的構成要素の温度を測定する
ための温度センサと、前記温度が指定されたしきい値より下になるように、前記バイパス
ラインにおける前記流体の流れを遮断または調整するための前記手段を作動する制御ユニ
ットとを有することを特徴とする、請求項７に記載の体外血液処理のための装置。
【請求項９】
　前記ドレンが、前記水圧システムのための追加のドレン、特に処理中の透析液のための
ドレンとは独立していることを特徴とする、請求項１～８のいずれか一項に記載の体外血
液処理のための装置。
【請求項１０】
　体外血液処理のための装置を動作させるための方法であって、前記装置は、複数のライ
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ンを有し、かつ透析器に透析液を供給するための水圧システムと、少なくとも１つの電気
的構成要素を有する制御システムとを備え、前記透析液は、前記体外血液処理のための装
置に供給される流体を使用して生成され、
　前記制御システムの少なくとも１つの構成要素を冷却するために、前記構成要素が、前
記透析液を生成するための前記流体を使用して冷却されるヒートシンクと熱接触すること
を特徴とする、方法。
【請求項１１】
　前記透析液を生成するために使用される前記流体が浸透液であることを特徴とする、請
求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　体外血液処理のための装置を動作させるための方法であって、前記装置は、複数のライ
ンを有し、かつ透析器に透析液を供給するための水圧システムと、少なくとも１つの電気
的構成要素を有する制御システムとを備え、前記体外血液処理のための装置は、前記水圧
システムの熱水消毒を実施するための動作モードを提供し、ここで、指定された温度に加
熱された流体は、前記水圧システムの前記ラインのうちの少なくともいくつかを流れ、
　前記熱水消毒の動作モード中、前記ヒートシンクは、指定された温度に加熱された前記
流体が前記水圧システムの前記ラインのうちの少なくともいくつかを流れる間に、前記体
外血液処理のための装置に供給される流体を使用して冷却されることを特徴とする、方法
。
【請求項１３】
　前記熱水消毒のために使用される前記流体が浸透液であることを特徴とする、請求項１
２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つの構成要素の温度が測定され、前記体外血液処理のための装置に供
給された前記流体の前記供給が、前記少なくとも１つの構成要素の前記温度が指定された
しきい値より下になるように調整されることを特徴とする、請求項１０～１３のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項１５】
　請求項１～９のいずれか一項に記載の装置が前記方法を実施するために使用されること
を特徴とする、請求項１０～１４のいずれか一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、体外血液処理のための装置に関し、当該装置は、複数のラインを有し、かつ
透析器に透析液を供給することまたは透析治療を意図した水圧システムを備え、透析液は
透析器を流れ、および／または透析液は、治療中に体外血液チューブシステムに置換液と
して供給され、当該装置は、少なくとも１つの電気的構成要素、通常は複数の電気的構成
要素を有する制御システムを備える。本発明はまた、体外血液処理のための装置を動作さ
せるための方法に関し、当該装置は、複数のラインを有し、かつ透析器に透析液を供給す
ることまたは透析治療を意図した水圧システムを備え、透析液は透析器を流れ、および／
または透析液は、治療中に体外血液チューブシステムに置換液として供給され、当該装置
は、少なくとも１つの電気的構成要素、通常は複数の電気的構成要素を有する制御システ
ムを備え、透析液は、体外血液処理のための装置に供給される流体を使用して生成される
。
【０００２】
　透析中、処理されることになる血液は、半透膜によって血液チャンバと透析液チャンバ
とに分けられている透析器の血液チャンバを通って体外血液回路内を流れ、一方、透析液
は、透析器の透析液チャンバを流れる。体外血液回路は、血液チャンバに通じる血液供給
ラインと、血液チャンバから遠ざかる血液排出ラインとを備える。体外血液処理のための
装置の水圧システムは、新しい透析液を供給するための透析器に通じるラインと、使用済
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み透析液をドレンに排出するための透析器から遠ざかるラインとを有する。流体を搬送す
るためにポンプが設けられる。体外血液処理のための装置のすべての構成要素は、複数の
電気的構成要素を備える制御システムによって制御される。制御システムは、１つまたは
複数のサブアセンブリから成ることができる。この説明は、透析のための一例である。本
発明のコンテキストでは、透析という用語は、血液濾過も含み、ここで透析液は、透析液
チャンバには供給されず、置換液として血液供給ラインおよび／または血液排出ラインに
供給され、流体は透析器によって除去される。本発明のコンテキストでは、透析という用
語は、当該方法のすべての組合せを含む。
【０００３】
　透析液は、浸透液（純水）および１つまたは複数の濃縮液から透析機械において生成さ
れることができる。透析機械は、浸透液を供給するための水接続部を有する。透析液は、
機械の水圧システムにおいて調製される。しかしながら、「ベッドサイドステーション」
も既知であり、透析液が外部から透析機械に供給される実施形態を構成する。
【０００４】
　下記で「水」または「純水」を指すとき、これは、外部から透析機械に供給される、ま
たは透析機械内に供給されている、透析液またはリンス流体を意味するとも理解される。
本発明のコンテキストでは、「水」および「純水」は、同じまたは異なる意味を有し得る
。当業者は、技術的コンテキストから、水が純水でもあり得るかどうかがわかるであろう
。不確かな場合、それら用語は同義とみなされるべきである。
【背景技術】
【０００５】
　透析機械は、ますます小型設計を有してきている。この発展の理由は、輸送能力の向上
およびクリニックまたは家庭透析での狭い状況で空間を節約する必要性によるものである
。別の発展は、熱水浄化または熱水消毒プロセスが透析機械で非常に一般的になってきて
いるということであり、これらのプロセスは重要性が増加し続けている。これらのプロセ
スは、とりわけ、薬品の使用が低減されることを可能にする。熱水消毒プロセス中、浸透
液および／または消毒剤と混合された浸透液が、８０°Ｃよりも高い温度で水圧システム
内を循環する。熱水浄化および熱水消毒という用語は、当業者がコンテキストから一方ま
たは他方のプロセスを意味することを結論付けない限り、本明細書では同義とみなされる
べきである。原理上、消毒が浄化効果も有するのに対して、浄化は必ずしも消毒に至らな
い。それゆえ、例えば、消毒することよりも著しく低い温度で浄化することが可能である
。
【０００６】
　小型設計を有する透析機械では熱管理がますます困難になってきている。特に、透析機
械の筐体内部の温度は、熱水消毒中、急速に増加する可能性がある。筐体内部の高温は、
熱水消毒に必要とされる温度に達するのに必要であるか、または少なくとも役立つ。ユニ
ット内部の空気温度は、５０°Ｃから６５°Ｃである可能性もある。
【０００７】
　高い空気温度は、制御システムの電気的構成要素、例えば電力半導体またはプロセッサ
についての問題を引き起こす。この問題は、小型の透析ユニット内の電子回路が、水圧シ
ステムの構成要素のごく近傍に位置するという事実によって悪化するだけである。
【０００８】
　多くの電気的構成要素は、最大でも４５°Ｃ／５０°Ｃの温度に達することしか許容さ
れていない。さらに、電気的構成要素の耐用年数は、ある特定の温度を超えた場合に著し
く減少する。それゆえ電気的構成要素の十分な冷却が必要である。電気的構成要素は、一
般に、構成要素が取り付けられた、既知のヒートシンク（heat sink）を使用して冷却さ
れる。しかしながら、この冷却は、筐体内部の高温時には不十分であることがわかってい
る。
【０００９】
　それゆえ、先行技術は、必要に応じて制御される追加のファンを有する透析機械を含む
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。ファンを使用して熱問題は解決できるが、しかしながら、それに関連する欠点がある。
【００１０】
　まず、ファンは追加の生産コストにつながる。これに関して、ファンが限られた耐用年
数しか有していないことが考慮されるべきである。ユニットの中に埃を吸い込むこともフ
ァンを使用すると増加し、音レベルの増加もその結果である。さらに、外気温が非常に高
い国では、空気冷却が実用可能であると必ずしも示されるわけではない。
【００１１】
　それゆえ本発明によって対処される課題は、上述の欠点が回避される体外血液処理のた
めの装置を生産することである。本発明によって対処される課題は、特に、高い外気温で
も確実に動作する体外血液処理のための装置を生産することである。本発明によって対処
されるさらなる課題は、体外血液処理のための装置がそれによって上述の欠点なく動作さ
れることができる方法を提供することである。
【００１２】
　この課題は、独立請求項に記載の特徴によって本発明にしたがって解決される。従属請
求項は、本発明の好ましい実施形態に関連する。
【発明の概要】
【００１３】
　本発明による体外血液処理のための装置は、流体、特に浸透液（純水）を機械に供給す
ることができるように中央ポートを有する血液処理装置である。流体は、透析液を生成す
るため、または熱水消毒のために使用されることができる。流体が供給されるので、十分
な量の流体が利用可能である。流体の温度は、大部分が室温に依存し、中央供給によって
、高い可能性がある室温より下でもあり得る指定された値に設定されることができる。
【００１４】
　本装置は、制御システムの電気的構成要素のうちの少なくとも１つを冷却するための冷
却装置を有し、当該冷却装置は、電気的構成要素から熱を散らすために、装置に中央で供
給された流体、特に浸透液（純水）を使用する。冷却装置は、流体によって冷却されるこ
とができ、かつ少なくとも１つの電気的構成要素と熱接触している少なくとも１つのヒー
トシンクを有し、当該冷却装置は、流体を供給するためのポートと流体接続している少な
くとも１つの入口を有し、ドレンと流体接続している少なくとも１つの出口を有する。熱
接触は、好ましくは、タッチ接触（touching contact）または配向接触（orientation co
ntact）であり、ここで、ヒートシンクは、例えば、回路基板に直接触れているか、また
はヒートシンクは、その冷却効果が電気的構成要素に効率的に伝わるような向きにされて
いる。これは、ヒートシンクが、３０ｃｍ、好ましくは２０ｃｍまたは１０ｃｍ未満だけ
電気的構成要素から離隔されるように配置されることによって達成されることができる。
【００１５】
　体外血液処理のための装置の、個別、複数、またはすべての熱的に負荷された電気的構
成要素は、冷却装置によって冷却されることができる。特に、冷却せずに装置を動作させ
たときに、熱水消毒または熱水浄化プロセス中に、４５°Ｃまたは５０°Ｃより上に加熱
されるべきではないことを述べる仕様、もしくは４５°Ｃまたは５０°Ｃまたは６０°Ｃ
より上の温度だと影響を受けやすくなる仕様を有する、個別、複数、またはすべての熱的
に負荷された電気的構成要素は、冷却されることができる。これに関連して、電気的構成
要素は、制御システムのすべての電気素子または電子素子であると理解される。制御シス
テムは、体外血液処理のための装置の電子回路全体、すなわち、個別の回路またはサブア
センブリも形成することができるすべての電気または電子素子もしくは構成要素であると
理解される。冷却装置はまた、複数のヒートシンクも備えることができる。
【００１６】
　少なくとも１つの構成要素と熱接触しており、かつ流体によって冷却されるヒートシン
クがどのように設計されるかは、本発明に必須ではない。しかしながら、熱が散らされる
ことができるようにヒートシンクが流体と熱接触していることが重要である。熱伝導材料
、例えばアルミニウムから成るヒートシンクは、流体によって囲まれることができ、およ
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び／または流体は、そこを流れることができる。例えば、流路がヒートシンクに形成され
ることができる。流体は、１つまたは複数の入口に流れ込み、１つまたは複数の出口を流
れ出ることができる。次いで流体は押し出されることができる。流体はドレンに向けられ
、それは透析機械に初期設定で存在する使用済み透析液のためのドレンまたは追加のドレ
ンであり得る。
【００１７】
　少なくとも１つのヒートシンクは、好ましくは、熱負荷が最も高い、体外血液処理のた
めの装置の動作モード中に、流体を使用して冷却される。この動作モードは、水圧システ
ムの熱水消毒であり得、ここで、指定された温度に加熱された流体が、水圧システムのラ
インのうちの少なくともいくつかを流れる。本発明は、透析機械において、流体、特に浸
透液の中央流体供給のための供給路が、通常は熱水消毒循環から除外されるという事実を
有利に利用する。結果として、冷却装置は、供給路内に、または供給路に流体接続され、
かつドレンに接続されることができるバイパスライン内に接続されることができる。よっ
て冷却装置は、熱水消毒プロセスから独立して動作されることができる。供給路における
かかる配置は、電気的構成要素を冷却することが冷却流体を加熱するという状況ももたら
し、当該冷却流体はその後、当該冷却流体が処理のためにせよ熱水消毒のためにせよ、も
はや強力に加熱されなくてよい水圧システムへと、少なくとも部分的または完全に向けら
れる。よってエネルギーを節約することが可能である。
【００１８】
　本発明の好ましい実施形態は、水圧システムが、入口を備える流体調製装置を有するこ
とを提供し、供給ラインを介して流体を供給するためのポートは、流体調製装置の入口に
接続されている。この供給ラインは、中央流体供給のための供給路を形成する。流体は透
析液であり得、流体調製装置は、透析液調製装置である。
【００１９】
　これに関連して、流体調製装置は、流体を調製するため、例えば、透析液を生成、加熱
、またはガス抜きするために使用される透析機械のすべての構成要素であると理解される
。流体調製装置は、例えば、流体を収集するための入力チャンバ、またはガス抜きチャン
バ、またはヒータ等を備えることができる。
【００２０】
　流体調製装置が流体を収集するための入力チャンバを有する場合、流体調製装置の入口
は、入力チャンバの入口であることができる。その結果として、供給路は入力チャンバの
上流の領域を備えるだけであり、それゆえ、入力チャンバへの流体の供給の遮断または調
整の場合には冷却装置への流体の供給に関係なく水圧システムの熱水消毒が行われること
ができる。特に好ましい実施形態では、流体流れを遮断または調整するための手段が供給
ラインに設けられる。
【００２１】
　異なる実施形態は、透析機械の既存の流体システムに冷却装置を設置するための異なる
構成を示す。
【００２２】
　第１の実施形態では、供給ラインは、流体を供給するためのポートを冷却装置の入口に
接続する第１の部分と、冷却装置の出口を流体調製装置の入口に接続する第２の部分とを
有する。それゆえ冷却装置は、供給ライン内に接続される。熱水消毒プロセス中、水圧シ
ステムへの流体の供給は、その流体が冷却装置のみを流れるように遮断されることができ
る。冷却装置の出口は、バイパスラインを介してドレンと流体接続することができ、当該
ドレンは、透析機械における追加のドレンまたは既存のドレンであり得る。バルブまたは
スロットルであることができる手段が、流体流れを遮断または調整するためにバイパスラ
インに設けられる。遮断手段は、ポンプまたは上記の様々な手段の組合せでもあることが
できる。
【００２３】
　特に好ましい実施形態は、冷却装置が、ヒートシンクと熱接触している電気的構成要素



(7) JP 2020-512905 A 2020.4.30

10

20

30

40

50

の温度を測定するための温度センサを有すること、および温度が指定されたしきい値より
下になるようにバイパスラインにおける流体流れを遮断または調整するための手段を作動
する制御ユニットを有することを提供する。冷却装置の制御ユニットは、体外血液処理の
ための装置の中央制御および演算ユニットの構成要素でもあることができる。
【００２４】
　さらなる実施形態では、追加の冷却流体ラインの第１の部分が流体の取り込みのための
ポートまたは供給ラインを冷却装置の入口に接続し、冷却装置の出口は、冷却流体ライン
の第２の部分を介してドレンと流体接続しており、当該ドレンはまた、透析機械における
追加のドレンまたは既存のドレンであることができる。流体流れを遮断または調整するた
めの手段が、好ましくは冷却流体ラインに設けられる。それゆえ冷却流体ラインは、別の
バイパスラインを構成する。この実施形態でも、流体流れを調整することは、少なくとも
１つの構成要素の温度に依存することができる。
【００２５】
　さらなる代替の実施形態では、リンス流体ラインの第１の部分が供給ラインから分岐し
て冷却装置の入口に通じ、冷却装置の出口は、リンス流体ラインの第２の部分を介してド
レンと流体接続している。この種類のリンス流体ラインは、既に存在する流体を使用して
供給路をリンスおよび／または消毒するために透析機械に存在し得る。このラインは次い
で、供給路をリンスおよび／または消毒すること、および流体を冷却装置に供給すること
の両方を行うために使用される。それゆえリンス流体ラインは、別のバイパスラインを構
成する。温度はまたここでも調整され得る。
【００２６】
　ラインにおけるシャットオフ部材またはバルブの温度を調整する代わりに、シャットオ
フ部材またはバルブは時間制御されることもできる。例えば、シャットオフ部材またはバ
ルブは、指定された時間期間の間、制御ユニットによって完全または部分的に開かれるか
閉じられることができる。
【００２７】
　本発明は、以下の図面を参照して下記で詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】冷却装置を備える、本発明による血液処理装置の第１の実施形態の非常に簡易化
された概略図である。
【図２】本発明による血液処理装置の第２の実施形態を示す。
【図３】本発明による血液処理装置の第３の実施形態を示す。
【図４】本発明による血液処理装置の第４の実施形態を示す。
【詳細な説明】
【００２９】
　図１は、本発明による血液処理装置の一実施形態の非常に簡易化された概略図である。
血液処理装置は、体外血液回路Ａ（略図のみで図示）と、水圧システムＢとを備える。体
外血液回路Ａは、血液チャンバ１を組み込み、水圧システムＢは、透析器３の透析液チャ
ンバ２を組み込んでいる。透析器３の血液チャンバ１および透析液チャンバ２は、半透膜
４によって分離されている。透析液を調製するために、水圧システムＢは、流体調製装置
５、特に透析液調製装置を有し、それは、透析液を生成するための流体、特に浸透液（純
水）のための入口５Ａと、出口５Ｂとを有する。浸透液は、入力チャンバ６で収集される
ことができる。浸透液は、透析液を生成するために１つまたは複数の濃縮液と混合される
。透析液調製装置５の残りの構成要素５Ｃは、図１に概略的にしか示されていない。透析
液供給ライン７は、透析液調製装置５の出口５Ｂから透析器３の透析液チャンバ２の入口
２Ａに通じる。透析液は、透析液ポンプ８によって搬送される。透析液チャンバ２の出口
２Ｂは、透析液排出ライン９を介して、使用済み透析液のためのドレン１０に接続される
。
【００３０】
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　この説明は、患者の治療を伴う段階に関連する。治療の準備またはフォローアップ中、
装置は、体外血液回路Ａおよび透析器３の構成要素を有する必要はなく、すなわち透析液
供給ライン７は、透析器３をバイパスすることによって透析液排出ライン９に短絡される
ことができる。装置には、消毒濃縮液ポートも設けられることができる。濃縮された消毒
剤は、消毒濃縮液ポートを介して水圧システムＢに供給されることができ、供給路１４を
介して水圧システムＢに供給されることができる水と混合されることによって、所望の消
毒濃縮液が水圧システムＢで利用可能にされることができる。
【００３１】
　浸透液は、供給ライン１２を介して透析液調製装置５の入力チャンバ６の入口６Ａに接
続された中央ポート１１において血液処理装置に供給される。入口バルブ１３が、入力チ
ャンバ６の入口６Ａ上に設けられ、それゆえ水圧システムＢは、供給路１４から分離され
ることができる。
【００３２】
　図１は、本発明に必須である水圧システムＢの構成要素のみを示している。水圧システ
ムＢは、追加の構成要素３０、例えばバランシングユニットを備え得る。
【００３３】
　さらに、血液処理装置は、電気的構成要素を有する複数の回路を備えることができる制
御システム１５を有する。図１は、複数の構成要素１７Ａ、１７Ｂ、１７Ｃを有する１つ
のみの回路１６を示す。
【００３４】
　血液処理装置は、水圧システムＢの熱水消毒のための動作モードを提供し、ここで水圧
システムは、中央ポート１１において血液処理装置に供給された流体でリンスされる。こ
の目的のために、流体、特に浸透液は、８０°Ｃより上の温度に加熱される。熱水消毒プ
ロセス中、血液処理装置の筐体１８内の空気温度は増加し、これは、電気的構成要素１７
Ａ、１７Ｂ、１７Ｃの熱負荷につながる。
【００３５】
　冷却装置１９が、電気的構成要素１７Ａ、１７Ｂ、１７Ｃを冷却するために設けられ、
これは、１つの実施形態について下記で説明される。電気的構成要素１７Ａ、１７Ｂ、１
７Ｃは、素子がヒートシンク２１と熱接触するように、ヒートシンク上に取り付けられた
ボード２０上に位置する。ヒートシンク２１は、ヒートシンクから熱を散らすために流体
がヒートシンクを流れることができるように、入口２２Ａおよび出口２２Ｂを有する１つ
または複数の流路２２を有する。機械に中央で供給される浸透液は、ヒートシンクのため
の冷却流体として使用される。
【００３６】
　本実施形態では、ヒートシンク２１は、供給ライン１２内に接続される。供給ライン１
２は、ポート１１をヒートシンク２１の入口２２Ａに接続する第１の部分１２Ａと、ヒー
トシンク２１の出口２２Ｂを入力チャンバ６の入口６Ａに接続する第２の部分２２Ｂとを
備える。ドレン１０に通じるバイパスライン２３は、供給ライン１２の第２の部分１２Ｂ
から分岐する。バイパスバルブ２４がバイパスライン２３に設けられる。
【００３７】
　熱水消毒プロセス中、入力チャンバ６上の入口バルブ１３は、少なくとも一時的に閉じ
たままにでき、その結果、水圧システムＢは供給路１４から分離される。バイパスライン
２３におけるバイパスバルブ２４は、熱を散らすための冷たい浸透液がヒートシンク２１
に流れ込むように開かれる。浸透液は次いで、ドレン１０へと流れ出る。
【００３８】
　一実施形態では、冷却装置１９は、流体流れを制御するための制御ユニット２５を有す
ることができ、当該ユニットは、血液処理装置の制御および演算ユニットの構成要素、す
なわち制御システムの一部であり得る。制御ユニット２５は、電気回路１６の電気的構成
要素１７Ｃの温度を測定する温度センサ２７に測定ライン２６を介して接続され、および
制御ライン２８を介して入口バルブ１３およびバイパスバルブ２４に接続される。制御ユ
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ニット２５は、温度センサ２７によって測定された温度を、構成要素の許容される動作温
度より下である指定されたしきい値と比較する。温度がしきい値より上である場合、制御
ユニット２５は、浸透液が熱を散らすためにヒートシンク２１を流れるようにバイパスバ
ルブ２４を開く。温度がしきい値より下である場合、制御ユニット２５は、流体流れが遮
断されるようにバイパスバルブ２４を閉じる。ある特定の流量を指定するスロットルも、
バルブに代えてバイパスライン２３に設けられることができる。制御ユニット２５は、部
分的に入口バルブ１３を開いたり閉じたりするだけで、水圧システムＢへの流体流れを調
整することもできる。制御ユニット２５は、流体が第一に水圧システムＢに流れ込むよう
に、かかる流れが水圧制御部によって要求された場合には、供給ライン１２における流体
流れを制御することもできる。この流れが冷却に不十分である場合、制御ユニット２５は
、二次手段として、例えばバルブ２４を開くことによって、バイパスライン２３を通るよ
うに流れを向けることもできる。
【００３９】
　ここで説明されるすべての実施形態において、ポンプ（図示せず）が、装置内に設けら
れ得、当該ポンプによって流体はバイパスラインを通じてポンピングされることができる
。このポンプは、蠕動ポンプまたは膜ポンプであることができる。この場合、バルブ２４
は、蠕動ポンプまたは膜ポンプであることができる。
【００４０】
　図２は、血液処理装置の第２の実施形態を示し、これは、冷却装置１９の設置によって
第１の実施形態とは異なる。対応する部分には同じ参照記号が設けられている。第２の実
施形態では、ヒートシンク２１は、供給ライン１２内に接続されていない。ヒートシンク
２１の入口に通じる追加の冷却流体ライン２９の第１の部分２９Ａが、供給ライン１２か
ら分岐する。冷却流体ライン２９の第２の部分２９Ｂが、ヒートシンク２１の出口２２Ａ
をドレン１０に接続する。冷媒流れを調整するために、冷却流体ライン２９の第２の部分
２９Ｂにバルブ２４’が設けられる。冷却流体ライン２９におけるバルブ２４’は、温度
センサ２７によって測定された温度に依存して、第１の実施形態のバイパスライン２３に
おけるバイパスバルブ２４と同様に、制御ユニット２５によって調整されることができる
。
【００４１】
　図３は、血液処理装置の第３の実施形態を示し、これは、流体流れを制御するためのバ
ルブ２４’’が第２の部分２９Ｂには配置されず、冷却流体ラインの第１の部分２９Ａに
配置されるという点で第２の実施形態とは異なる。流体流れは、第２の実施形態でのよう
に調整されることができる。さらに、第３の実施形態は、冷却流体ライン２９の第２の部
分２９Ｂが、使用済み透析液のためのドレンに通じず、冷媒のための追加のドレン３１に
通じるという点で、第２の実施形態とは異なる。しかしながら、冷却流体ライン２９の第
２の部分２９Ｂは、第３の実施形態（図１および図２）において使用済み透析液のための
ドレン１０にも接続され得る。冷媒のための別個の流出３１を有する第３の実施形態は、
ドレン１０からの使用済み透析液による供給路１４の汚染が除外されるという利点を有す
る。
【００４２】
　図４は、供給路１４のリンスまたは消毒を提供する血液処理装置の別の代替的な実施形
態を示す。このタイプの血液処理装置におけるリンスまたは消毒プロセスのために、透析
液調製装置５の入口５Ａの上流、特に供給路１４の端において、供給ライン１２から分岐
するリンス流体ライン３２が設けられ、例えば、当該ラインは、入口バルブ１３の上流で
、好ましくは入口バルブ１３の近くで供給ライン１２から分岐し、別個のドレン３１に通
じる。ヒートシンク２１は、代替の実施形態ではリンス流体ライン３２内に接続される。
リンス流体ライン３２は、供給ライン１２から分岐してヒートシンク２１の入口２２Ａに
通じる第１の部分３２Ａと、ヒートシンク２１の出口２２Ｂを別個のドレン３１に接続す
る第２の部分３２Ｂとを備える。冷媒流れを調整するためのバルブ２４’’’が、リンス
流体ライン３２の第２の部分３２Ｂに設けられることができる。よって、この実施形態で
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は、既存のラインが、冷媒を供給するために使用され、当該ラインは、別の方法ではリン
ス流体を供給するために使用される。バルブ１３および２４’’’は、上記実施形態での
ように制御されることができる。

【図１】 【図２】
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【要約の続き】
き、かつ少なくとも１つの電気的構成要素（１７Ａ）、（１７Ｂ）、（１７Ｃ）と熱接触している少なくとも１つの
ヒートシンク（２１）を有し、当該冷却装置（１９）は、液体の流入のための接続部（１１）に流体接続された少な
くとも１つの入口（２２Ａ）と、ドレン（１０）、（３１）に流体接続された少なくとも１つの出口（２２Ｂ）とを
有する。
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